
 

随意契約 理由書  
 

件 名 リバーモールⅠ期中央ゾーン噴水設備整備 

契 約 の 相 手 方 クボタ環境エンジニアリング株式会社 

根 拠 法 令 地方公営企業法施行令第21条の14第1項2号 該当 

随意契約の理由 
六甲アイランドリバーモールは循環式の水景施設で、設置から30年以上が経過し、

経年による各設備機器の老朽化が著しく、運転に影響を及ぼさないよう劣化した機器
の整備を進めていく必要がある。 

今回整備するⅠ期中央ゾーンの噴水設備は、地下機械室の下部に配置された地下水
槽にある循環水を吸い上げ景観部に送り出す設備であるが、運転を止めた際に水漏れ
が発生している状態であり、今後、循環水が逆流し機械室が水没する恐れがあるため
、整備を実施する必要がある。 

今回整備する噴水設備を含む六甲アイランドリバーモールの設備システムは、「株
式会社久保田鉄工（現 株式会社クボタ）」が独自の技術により一体的に設計・施工し
たものであり、本整備には、機械的、システム制御的に当初の設計・施工者にしか知
りえない情報が必須である。それらを熟知した技術者、技術データ、及び整備部品等
を有し、本整備後の良好な設備システムの作動を保証することができるのは株式会社
クボタしかない。 

なお、株式会社クボタは、ポンプ等水環境機器関連設備の整備・リニューアル部門
については、上記業者に業務移管しているため、本整備は上記業者と随意契約を行う
ものである。 

担 当 部 署 

（問合せ先） 

都市局新都市工務課 

（電話番号 595-6899） 
 


